
内
閣
衆
質
一
五
三
第
一
八
号

平
成
十
三
年
十
一
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
五
十
嵐
文
彦
君
提
出
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
九
日
受
領

答

弁

第

一

八

号



衆
議
院
議
員
五
十
嵐
文
彦
君
提
出
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
「
Ｒ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
に
対
し
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二

十
五
条
第
一
項
に
基
づ
く
検
査
を
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
主
と
し
て
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め

る
協
定
銀
行
と
し
て
の
業
務
、
特
定
住
宅
金
融
専
門
会
社
の
債
権
債
務
の
処
理
の
促
進
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八

年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
債
権
処
理
会
社
と
し
て
の
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
、
新
規
の
預
金

受
入
業
務
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
業
務
の
特
殊
性
等
に
か
ん
が
み
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
対
す
る
銀
行
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
基

づ
く
検
査
を
行
う
必
要
性
が
相
対
的
に
低
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
金
融
当
局
の
限
ら
れ
た
検
査
体
制
の
中
で
検
査
を
実
施

す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
条
に
基
づ

く
資
産
の
査
定
を
実
施
し
て
お
り
、
平
成
十
二
年
度
末
現
在
の
資
産
査
定
の
状
況
は
、
破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず

一



る
債
権
が
約
一
兆
六
千
四
百
九
十
八
億
円
、
危
険
債
権
が
約
一
兆
六
百
七
十
一
億
円
、
要
管
理
債
権
が
約
三
千
三
百
三
十
一

億
円
並
び
に
正
常
債
権
が
約
二
兆
二
千
五
百
九
十
六
億
円
で
あ
り
、
合
計
約
五
兆
三
千
九
十
六
億
円
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
八
十
二
条
及
び
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
十
五
条
に
基
づ
き
、
計
算
書
類
、
附
属
明
細
書
、
監
査
役
会

の
監
査
報
告
書
及
び
会
計
監
査
人
の
監
査
報
告
書
を
本
店
に
備
え
置
く
な
ど
す
る
と
と
も
に
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
株
主
及
び
債
権
者

に
よ
る
閲
覧
等
の
求
め
に
応
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
銀
行
法
第
二
十
条
に
基
づ

き
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
公
告
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
同
法
第
二
十
一
条
に
基
づ
き
、
業
務
及
び
財
産
の
状
況

に
関
す
る
説
明
書
類
を
各
営
業
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ

は
、
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
基
づ
き
、
資
産
の
査
定
の
結
果
を
公
表
し
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二



Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
特
定
住
宅
金
融
専
門
会
社
の
債
権
債
務
の
処
理
の
促
進
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
で
定
め
る
特

た
ん

定
住
宅
金
融
専
門
会
社
及
び
預
金
保
険
法
第
二
条
第
四
項
で
定
め
る
破
綻
金
融
機
関
（
以
下
「
旧
住
専
等
」
と
い
う
。
）
か

ら
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
の
平
成
十
二
年
度
末
残
高
は
約
四
兆
三
千
七
百
九
十
六
億
円
で
あ
る
が
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
、
個
々
の
貸

付
債
権
の
状
況
に
応
じ
て
引
当
て
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
個
別
貸
倒
引
当
金
と
し
て
、
担
保
価
値
の
下
落
等

を
勘
案
し
て
約
四
千
四
百
九
十
七
億
円
を
引
き
当
て
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
旧
住
専
等
か
ら
譲
り
受
け
た
不
動
産
の
平
成
十
二
年
度
末
残
高
は
約
千
三
百
九
十
五
億
円
で
あ
る
が
、
平
成
十

二
年
度
決
算
に
お
い
て
、
時
価
が
取
得
原
価
よ
り
著
し
く
下
落
し
た
物
件
に
つ
き
約
百
五
十
二
億
円
を
評
価
損
と
し
て
処
理

し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
担
保
価
値
の
下
落
等
に
伴
う
損
失
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
の
決
算
で
既
に
処
理
さ
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
と
も
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
貸
付
債
権
等
に
つ
い
て
最
大
限
の
回
収
に
努
め
て

い
く
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三


